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　１月６日～９日までの４日間、函館七飯ス

ノーパークにおいて、チャレンジスポーツ・ス

キースノーボード教室と幼児親子スキー教室が

開催され、５２名の子供たちが参加しました。

　子供たちは講師からの指導を熱心に聞いて上

達し、元気よく楽しんでいました。
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い
て

◆
鹿
部
町
職
員
の
給
与
に
関
す

る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
の
制
定
に
つ
い
て

　
内
容
は
、
平
成
　
年
８
月
７

２６

日
に
出
さ
れ
た
人
事
院
勧
告
に

よ
り
、
一
般
職
の
給
料
を
０
．

３
％
引
上
げ
、
勤
勉
手
当
の
支

給
率
を
１
０
０
分
の
　
引
上
げ
、

１５

交
通
用
具
使
用
者
に
係
る
通
勤

手
当
を
距
離
数
に
応
じ
て
引
き

上
げ
る
改
正
で
す
。

◆
鹿
部
町
国
民
健
康
保
険
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の

制
定
に
つ
い
て

　
内
容
は
、
現
在
　
万
円
支
給

42

さ
れ
て
い
る
出
産
一
時
金
が
、

産
科
医
療
保
障
制
度
の
見
直
し

に
よ
り
、
保
障
制
度
掛
金
分
が

減
額
と
な
る
こ
と
か
ら
、
そ
の

差
額
分
を
一
時
金
に
上
乗
せ
し
、

支
給
額
　
万
円
を
確
保
す
る
改

４２

正
で
す
。

◆
平
成
　
年
度
鹿
部
町
一
般
会

２６

計
補
正
予
算
に
つ
い
て

　
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
３
２
４

７
万
５
千
円
を
追
加
し
、
予
算

総
額
を
　
億
１
６
１
２
万
９
千

３０

◆
平
成
　
年
度
鹿
部
町
一
般
会

２６

計
補
正
予
算
専
決
処
分
報
告

の
承
認
に
つ
い
て

　
地
方
自
治
法
の
規
定
に
よ
り
、

平
成
　
年
　
月
　
日
付
け
で
専

２６

１１

２１

決
処
分
し
た
も
の
で
、
歳
入
歳

出
そ
れ
ぞ
れ
５
２
１
万
１
千
円

を
追
加
し
、
予
算
総
額
を
　
億
２９

８
３
６
５
万
４
千
円
と
し
ま
し

た
。
　
内
容
は
、　

月
　
日
に
執
行

１２

１４

さ
れ
た
衆
議
院
議
員
総
選
挙
及

び
最
高
裁
判
所
裁
判
官
国
民
審

査
に
か
か
る
選
挙
事
務
費
用
５

０
８
万
９
千
円
の
追
加
及
び
、

旧
日
本
軍
爆
弾
水
中
爆
破
処
理

に
係
る
現
地
調
査
費
等
で
　
万
１２

２
千
円
を
追
加
し
た
も
の
で
す
。

◆
鹿
部
町
特
別
職
の
職
員
の
給

与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ

い
て

◆
鹿
部
町
教
育
長
の
給
与
、
勤

務
時
間
、
そ
の
他
の
勤
務
条

件
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ

承

認

巾

琴

斤

禽

錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦

禁禁禁禁禁禁禁禁禁禁禁禁禁禁禁禁禁禁禁禁禁禁禁禁禁禁禁禁禁禁禁禁禁禁禁禁禁禁禁禁禁禁禁

欣
欣
欣
欣
欣
欣
欣

欽
欽
欽
欽
欽
欽
欽

　平成２６年第４回定例会は、１２月４日に招集され会期を２日間と決め町長が行政報告
を行いました。今定例会での一般質問の提出はありませんでした。また、承認１件、
補正予算４件、意見書案１件、その他議案７件の審議を行い、全て原案のとおり可決
及び承認され会期を１日残して閉会しました。なお、審議された議案の主な内容は、
下記のとおりです。

　○福祉灯油（対象世帯　１世帯７千円）　　　　２３６万６千円の追加

　○宮浜児童館改修工事等　　　　　　　　　　 １８５９万８千円の追加

　○電気料金値上げによる各施設の光熱水費　　　４０４万７千円の追加

主要内容

円
と
し
ま
し
た
。

　
内
容
は
、
宮
浜
児
童
館
の
利

活
用
に
伴
う
工
事
請
負
費
１
８

５
９
万
８
千
円
の
追
加
、
電
気

料
金
値
上
げ
に
よ
る
各
施
設
の

光
熱
水
費
４
０
４
万
７
千
円
の

追
加
、
人
事
院
勧
告
に
よ
る
職

員
給
与
費
４
５
６
万
６
千
円
の

追
加
が
主
な
も
の
で
す
。

◆
平
成
　
年
度
鹿
部
町
国
民
健

２６

康
保
険
事
業
勘
定
特
別
会
計

補
正
予
算
に
つ
い
て

　
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
　
万
４

４３

千
円
を
追
加
し
、
予
算
総
額
を

　
億
４
１
２
２
万
３
千
円
と
し

１１ま
し
た
。

　
内
容
は
、
国
民
健
康
保
険
法

の
改
正
に
伴
う
、
国
保
情
報
デ

条

例

宮浜児童宮浜児童館館

補

正

予

算
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定
　
　
　
例
　
　
　
会

ー
タ
シ
ス
テ
ム
の
改
修
委
託
料

と
し
て
　
万
２
千
円
の
追
加
が

４３

主
な
も
の
で
す
。

◆
平
成
　
年
度
鹿
部
町
介
護
保

２６

険
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算

に
つ
い
て

　
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
２
９
６

万
５
千
円
を
追
加
し
、
予
算
総

額
を
３
億
９
０
８
５
万
６
千
円

と
し
ま
し
た
。

　
内
容
は
、
介
護
保
険
法
の
改

正
に
向
け
た
介
護
保
険
シ
ス
テ

ム
改
修
委
託
料
２
９
６
万
５
千

円
を
追
加
し
た
も
の
で
す
。

◆
平
成
　
年
度
鹿
部
町
水
道
事

２６

業
会
計
補
正
予
算
に
つ
い
て

　
収
益
的
支
出
を
　
万
５
千
円

３８

追
加
し
、
収
益
的
支
出
の
総
額

を
９
５
９
６
万
１
千
円
と
し
ま

し
た
。

　
内
容
は
、
電
気
料
金
の
値
上

げ
に
よ
る
光
熱
水
費
　
万
円
の

２３

追
加
が
主
な
も
の
で
す
。

◆
人
権
擁
護
委
員
の
候
補
者
の

推
薦
に
つ
い
て

　
平
成
　
年
３
月
　
日
を
も
っ

２７

３１

て
法
務
大
臣
か
ら
の
委
嘱
期
間

が
満
了
と
な
る
、
滝
野
幸
子
氏

（
字
宮
浜
　
番
地
１
）
に
つ
い

３８

て
、
満
場
一
致
で
適
任
と
し
て

再
度
推
薦
す
る
こ
と
で
同
意
さ

れ
ま
し
た
。

◆
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る

戸
籍
事
務
に
関
す
る
事
務
の

委
託
に
つ
い
て

　
戸
籍
事
務
は
現
在
シ
ス
テ
ム

運
用
に
よ
り
電
子
処
理
を
お
こ

な
っ
て
い
る
が
、
シ
ス
テ
ム
機

器
が
更
新
時
期
と
な
っ
て
お
り
、

単
独
で
の
更
新
費
用
が
多
額
と

な
る
こ
と
か
ら
、
松
前
町
、
知

内
町
、
江
差
町
、
奥
尻
町
、
七

飯
町
と
の
６
町
に
よ
る
戸
籍
総

合
シ
ス
テ
ム
で
費
用
の
圧
縮
を

図
る
こ
と
と
な
り
、
シ
ス
テ
ム

サ
ー
バ
ー
を
七
飯
町
に
設
置
す

る
こ
と
と
な
っ
た
た
め
、
事
務

の
委
託
に
つ
い
て
地
方
自
治
法

の
規
定
に
よ
り
、
議
会
の
議
決

を
求
め
た
も
の
で
す
。

◆
渡
島
・
檜
山
地
方
税
滞
納
整

理
機
構
規
約
の
変
更
に
つ
い

て
　
当
該
規
約
の
改
正
に
つ
い
て
、

地
方
自
治
法
の
規
定
に
よ
り
、

構
成
市
町
の
協
議
が
必
要
と
な

る
こ
と
か
ら
議
会
の
議
決
を
求

め
た
も
の
で
す
。

　
次
の
意
見
書
を
可
決
し
、
関

係
省
庁
等
へ
提
出
し
ま
し
た
。

◆
ウ
イ
ル
ス
性
肝
炎
患
者
に
対

す
る
医
療
費
助
成
の
拡
充
を

求
め
る
意
見
書
に
つ
い
て

【
提
出
先
】

　
衆
議
院
議
長
、
参
議
院
議
長
、

　
内
閣
総
理
大
臣
、
厚
生
労
働

　
大
臣 意

見
書
の
提
出

同
意
（
人
事
）

そ

の

他
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委
　
員
　
会
　
の
　
活
　
動

◇
総
務
経
済
構
成
委
員

　
委

員

長
　
盛
田
　
鐵
次

　
副
委
員
長
　
朝
井
　
翔
二

　
委
　
　
員
　
佐
藤
　
頼
幸

　
委
　
　
員
　
船
橋
　
敦
子

　
委
　
　
員
　
吉
　
　
英
樹

◇
調
査
事
項

　
河
川
の
管
理
状
況
に
つ
い
て

◇
調
査
年
月
日

　
平
成
　
年
　
月
７
日

２６

１１

◇
調
査
方
法

　
担
当
課
よ
り
提
出
さ
れ
た
関

係
資
料
に
基
づ
き
説
明
を
受
け
、

現
地
調
査
を
実
施
し
た
。

◇
調
査
結
果

　
河
川
は
、
河
川
法
に
よ
り
国

が
管
理
す
る
一
級
河
川
、
都
道

府
県
が
管
理
す
る
二
級
河
川
、

そ
れ
以
外
の
法
定
外
河
川
の
う

ち
河
川
法
を
準
用
し
市
町
村
長

が
管
理
す
る
準
用
河
川
、
河
川

法
の
適
用
を
受
け
ず
、
市
町
村

が
管
理
条
例
を
制
定
し
管
理
す

る
普
通
河
川
の
４
種
類
と
な
っ

て
い
る
。

　
当
町
に
は
海
に
注
い
で
い
る

川
が
全
部
で
　
本
あ
り
、
そ
の

１２

他
に
平
常
時
に
水
が
流
れ
て
い

な
い
川
が
２
本
あ
る
。
河
川
種

類
と
し
て
は
、
二
級
河
川
が
１

本
、
準
用
河
川
が
１
本
、
普
通

河
川
が
　
本
と
な
っ
て
い
る
。

１２

　
管
理
だ
が
、
台
風
時
や
豪
雨

の
際
の
パ
ト
ロ
ー
ル
を
実
施
し

て
お
り
、
準
用
河
川
で
あ
る
鹿

部
川
に
つ
い
て
は
、
河
川
内
の

草
刈
等
を
実
施
し
て
い
る
。

　
近
年
、
全
国
各
地
で
温
暖
化

が
原
因
と
思
わ
れ
る
ゲ
リ
ラ
豪

雨
等
の
異
常
気
象
が
頻
繁
に
起

き
、
大
規
模
な
川
の
氾
濫
が
発

生
し
て
い
る
。
当
町
に
お
い
て

も
異
常
気
象
が
い
つ
起
こ
る
か

分
か
ら
な
い
こ
と
か
ら
、
今
後

も
河
川
の
パ
ト
ロ
ー
ル
を
継
続

し
、
氾
濫
な
ど
有
事
の
際
に
は

早
急
に
発
見
し
、
被
害
を
最
小

民
生
文
教
常
任
委
員
会

所
管
事
務
調
査

総総
務務
経経
済済
常常
任任
委委
員員
会会

所所
管管
事事
務務
調調
査査

現地視察状現地視察状況況

　
観
光
開
発
特
別
委
員
会
は
、

８
月
以
降
に
２
回
開
催
さ
れ
、

内
容
は
左
記
の
と
お
り
で
す
。

■
第
４
回
観
光
開
発
特
別
委
員

　
会

・
開
催
月
日

　
平
成
　
年
　
月
　
日

２６

１０

３１

・
内
容

①
し
か
べ
間
歇
泉
公
園
周
辺
整

備
に
係
る
現
地
視
察
に
つ
い

て
　
間
歇
泉
公
園
山
側
の
土
地
か

ら
間
歇
泉
公
園
付
近
へ
の
斜
面

ア
ク
セ
ス
設
備
箇
所
の
視
察
を

実
施
し
た
。

現地視察状現地視察状況況

限
に
食
い
止
め
る
こ
と
が
で
き

る
体
制
を
常
に
維
持
す
る
こ
と

を
望
む
も
の
で
あ
る
。

観
光
開
発
特
別
委
員
会

観観
光光
開開
発発
特特
別別
委委
員員
会会

②
し
か
べ
間
歇
泉
公
園
周
辺
現

存
泉
源
調
査
結
果
に
つ
い
て

　
間
歇
泉
公
園
横
に
あ
る
泉
源

に
つ
い
て
調
査
し
た
結
果
、
湧

出
量
は
毎
分
３
３
０
リ
ッ
ト
ル

出
た
が
、
全
開
に
出
す
と
間
歇

泉
の
間
隔
に
影
響
が
出
た
た
め
、

影
響
の
出
な
い
毎
分
２
０
０
リ

ッ
ト
ル
以
内
で
使
用
可
能
と
の

こ
と
。

③
し
か
べ
間
歇
泉
公
園
周
辺
整

備
基
本
設
計
に
お
け
る
施
設

配
置
プ
ラ
ン
等
に
つ
い
て

　
間
歇
泉
公
園
横
に
整
備
予
定

の
物
産
館
及
び
体
験
・
研
修
棟

な
ど
の
配
置
案
を
了
承
。

　
物
産
館
内
部
の
間
取
り
等
の

配
置
案
を
了
承
。

　
斜
面
ア
ク
セ
ス
設
備
案
に
つ

い
て
了
承
。

　
物
産
館
の
外
観
に
つ
い
て
は
、

会
議
で
出
さ
れ
た
意
見
を
反
映

し
た
イ
メ
ー
ジ
図
を
作
成
し
、

次
回
の
特
別
委
員
会
で
協
議
す

る
こ
と
で
了
承
。

　
今
回
了
承
し
方
向
性
が
決
ま

っ
た
部
分
に
つ
い
て
は
、
年
明

け
に
実
施
設
計
案
と
し
て
再
度

協
議
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

間歇泉公園山側の現地視察状間歇泉公園山側の現地視察状況況
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委
員
会
の
活
動

■
第
５
回
観
光
開
発
特
別
委
員

会・
開
催
月
日

　
平
成
　
年
　
月
４
日

２６

１２

・
内
容

　
物
産
館
棟
の
外
観
に
つ
い
て

　
前
回
の
意
見
を
反
映
し
た
イ

メ
ー
ジ
図
で
進
め
て
行
く
こ
と

で
了
承
。

　
今
後
も
継
続
し
て
特
別
委
員

会
を
開
催
し
、
現
在
進
行
中
で

あ
る
『
し
か
べ
間
歇
泉
公
園
周

辺
整
備
』
に
つ
い
て
、
鹿
部
町

の
魅
力
ア
ッ
プ
を
よ
り
一
層
図

る
た
め
、
協
議
を
重
ね
て
参
り

ま
す
。

物産館イメージ図（間歇泉公園隣り物産館イメージ図（間歇泉公園隣り））

　
皆
さ
ん
は
議
会
の
こ
と
を
ど

れ
く
ら
い
知
っ
て
い
ま
す
か
。

今
回
は
皆
さ
ん
に
議
会
の
こ
と

を
も
っ
と
知
っ
て
も
ら
う
た
め

に
、
議
会
や
議
員
に
つ
い
て
基

本
的
な
部
分
を
ク
イ
ズ
形
式
で

ご
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　Ｑ
１
　
町
議
会
議
員
に
な
れ
る

　
　
　
年
齢
は
？

　
①
満
　
歳
以
上

２０

　
②
満
　
歳
以
上

２５

　
③
満
　
歳
以
上

３０

Ｑ
２
　
鹿
部
町
議
会
議
員
の
人

　
　
　
数
は
？

　
①
　
名
１０

　
②
　
名
１２

　
③
　
名
１４

Ｑ
３
　
町
議
会
議
員
の
任
期

　
　
　
は
？

　
①
２
年

　
②
３
年

　
③
４
年

Ｑ
４
　
定
例
会
は
何
回
開
催
し

　
　
　
て
い
る
？

　
①
年
３
回

　
②
年
４
回

　
③
年
５
回

Ｑ
５
　
鹿
部
町
議
会
の
常
任
委

　
　
　
員
会
は
い
く
つ
あ
る
？

　
①
１

　
②
２

　
③
３

Ｑ
１
　
②
満
　
歳
以
上

２５

　
公
職
選
挙
法
の
規
定
に
よ
り
、

市
町
村
議
会
議
員
に
立
候
補
で

き
る
年
齢
は
満
　
歳
以
上
で
、

２５

そ
の
地
域
の
選
挙
権
を
持
っ
て

い
る
者
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
な
お
、
市
町
村
長
も
年
齢
は

同
じ
で
す
が
、
選
挙
権
は
無
く

て
も
立
候
補
で
き
ま
す
。

Ｑ
２
　
①
　
名
１０

　
地
方
自
治
法
の
規
定
に
よ
り
、

鹿
部
町
の
条
例
で
定
数
を
定
め

て
お
り
、
現
在
は
　
名
と
な
っ

１０

て
い
ま
す
。

　
当
町
の
議
員
定
数
に
つ
い
て

は
、
平
成
　
年
に
　
名
を
　
名

１４

１４

１２

に
減
じ
る
条
例
を
制
定
し
、
平

成
　
年
に
は
、
行
財
政
改
革
を

１６
議
員
自
ら
進
め
る
に
当
た
り
、

更
に
２
名
を
減
じ
る
条
例
改
正

を
行
い
現
在
の
　
名
に
至
っ
て

１０

い
ま
す
。

Ｑ
３
　
③
４
年

　
地
方
自
治
法
の
規
定
に
よ
り
、

普
通
地
方
公
共
団
体
の
議
会
議

員
の
任
期
は
４
年
と
な
っ
て
い

ま
す
。
ま
た
市
町
村
長
の
任
期

も
同
じ
で
す
。

Ｑ
４
　
②
年
４
回

　
地
方
自
治
法
の
規
定
に
よ
り
、

鹿
部
町
の
条
例
で
回
数
を
定
め

て
お
り
、
年
４
回
開
催
す
る
こ

と
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
な
お
、
定
例
会
の
ほ
か
に
臨

時
会
が
あ
り
、
随
時
開
催
し
て

い
ま
す
。

Ｑ
５
　
②
２

　
地
方
自
治
法
の
規
定
に
よ
り
、

鹿
部
町
の
条
例
で
常
任
委
員
会

の
関
係
を
定
め
て
お
り
、
総
務

経
済
、
民
生
文
教
と
い
う
二
つ

の
常
任
委
員
会
を
設
置
し
、
そ

れ
ぞ
れ
所
管
す
る
事
務
の
調
査

等
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
皆
さ
ん
は
何
問
正
解
し
ま
し

た
か
？

　
解
答
を
見
て
も
ら
え
れ
ば
分

か
る
よ
う
に
、
役
場
や
議
会
は

地
方
自
治
法
と
鹿
部
町
の
条
例

等
を
遵
守
し
な
が
ら
、
日
々
の

業
務
を
行
っ
て
い
ま
す
。

解
　
　
答
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　７日　総務経済所管事務調査 （委員及び議長）

　１２～１４日　町村議会議長全国大会 （議長）

　　　　　　渡島議長会行政視察 （議長）

　２０日　北海道新幹線Ｈ５系車両内覧会 （議長）

　２３日　前田一男氏事務所開き （議長）

　２７日　自民党大演説会 （議長）

　２８日　第３回南渡島消防事務組合議会定例会

 　（関係議員）

　１日　北海道新幹線試験走行歓迎セレモニー

 （議長）

　　　　議会運営委員会 （委員及び議長）

　２日　前田一男氏出陣式 （議長）

　４日　第４回定例会 （全議員）

　　　　第５回観光開発特別委員会 （全委員）

　１８日　社会福祉法人渡島福祉会理事会 （議長）

　２日　鹿部消防出初式 （議長ほか議員）

　１９日　議会運営委員会 （委員）

　２１日　冨原あきら氏事務所開き （議長）

　２３日　町内会長交流会 （議長）

　２９～３０日　第１回北海道市町村職員退職手当組

　　合議会定例会 （議長）

１１月

１２月

１月

平成２６年１０月～平成２７年１月　本会議及び各委員会等の出席状況
（○は出席、×は欠席、△は遅刻・早退、―は該当なし）

中
川
　
　
一

佐
藤
　
頼
幸

船
橋
　
敦
子

川
村
　
裕
司

野
田
　
重
毅

盛
田
　
鐵
次

朝
井
　
翔
二

吉
　
　
英
樹

浦
　
　
梅
吉

竹
ヶ
原
公
勝

会　　　議

○○○○○○○○○○平成２６年第４回観光開発特別委員会（１０／３１）

―○○―○○○○――総務経済常任委員会所管事務調査（１１／７）

―○―○○―――○○議会運営委員会（１２／１）

○○○○○○○○○○平成２６年第４回定例会（１２／４）

○○○○―○○○○○平成２６年第５回観光開発特別委員会（１２／４）

―○―○――――○○議会運営委員会（議会だより編集　１／１９）


